
令和４年度 どうぞよろしくお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

※１年生の下校時刻は、１年学年だよりでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ４月の学校行事 

11 月 ３時間授業 下校時刻１１：２５ 

入学式(午後) 

12 火 ３時間授業 下校時刻１１：４０ 

13 水 給食開始 ４時間授業  

下校時刻１３：３０ 

14 木  

15 金 １年交通安全教室 

16 土  

17 日  

18 月  

19 火 １.２年.なかよし懇談会（１５:００～） 

６年全国学力学習状況調査 

20 水 委員会活動（４年５時間） 

21 木 1 年ならし給食① 

５.６年懇談会（１５:００～）  

※６年生は、修学旅行説明会を含む 

22 金 1 年ならし給食② 離任式 

23 土  

24 日  

25 月 １年通常給食開始 

26 火 １年通常授業開始 

３.４年懇談会（１５:００～） 

27 水 クラブ活動① 

避難訓練 

28 木 １年生を迎える会 

29 金 昭和の日 

30 土  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★新型コロナウイルスの感染症に対応した 

           出席停止の扱いについて 

 

 状 況 基本的対応 出欠席の扱い 

児童が感染 登校不可 出席停止 

児童が濃厚接触者 登校不可 出席停止 

児童が体調不良 登校自粛 出席停止 

同居家族が体調不良 登校自粛 出席停止 

登校後、学校におい

て体調不良を確認 

早退 

 

・４月からも毎日の検温等、健康観察チェックシー 

トに記入をお願いいたします。 

 

・児童本人が陽性者や濃厚接触者となった場合に 

は、学校へご連絡ください。 

 

・登校する際は、必ず検温し、マスク 

（不織布マスク推奨）の着用等感染予防 

対策をお願いいたします。 

 

・朝四小では、始業式（テレビ放送）にて行い、感 

染症防止対策を教職員と児童で再確認いたしま 

した。１学期以上に換気、消毒、マスクの着用、 

密を避ける等、学校でできることは、着実に実行 

できるよう努めてまいります。 
 

★令和４年度 年間行事計画、週時程★ 

第四小学校ホームページに近日中に掲載予定です。ご覧ください。 

★学校給食費の還付について★ 
欠席が続く場合、学校給食費が還付される場

合があります。以下の要件が整うと還付の対象
になります。 
・あらかじめ保護者からの給食停止の連絡があ 
ること 

・給食停止の連絡の後、給食を停止する日が連
続５日以上の場合であること 

※給食費は食材の購入費として使用されるの 
で、食材の発注を停止することにより還付が 
可能になります。 
従って、保護者から連絡があった翌日から日 
数を計算します。 

  

★学校の電話対応について★ 

 午前７時３０分～午後５時３０分までとな

っております。ただし、教職員の出退勤時間（午

前８時２５分～午後４時５５分）の関係で対応

できない場合もございますのでご了承くださ

い。なお、長期休業中につきましては、午前８

時３０分～午後５時までの対応となっており

ます。緊急の場合は、朝霞市役所にご連絡くだ

さい。 

【朝霞市役所０４８－４６２－１１１１】 

★交通事故に注意を！★ 

 交通事故を防ぐために、『交通事故防止

５つの行動』をご家庭でも確認をお願い

いたします。 

○もしかして（危険予測）  

○とまる  （一時停止）  

○みる   （安全確認） 

○まつ   （安全確保）  

○たしかめる（再確認） 

 いつも心にこの５つ！ 

 

★「ながら見守り」のお願いについて★ 

 ウォーキングや買い物、犬の散歩、花の

水やり等を行う際には、子供たちが登下校

の際に安全を確保するために安全及び防犯

の視点をもって見守りを行う「ながら見守

り」を今後もお願いいたします。 

 

★お願い★ 

①登下校や授業参観・懇談会等は、自家 

用車での来校はお控えください。 

  また、学校周辺への駐停車につきま 

しても近隣住民への迷惑なのでおやめ 

ください。 

②児童が遅刻する場合は、必ず保護者の 

付き添いのもと、登校をお願いいたし 

ます。また、早退する場合は、担任、 

養護教諭等と直接児童を引き渡しま 

す。 


